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(57)【要約】
【課題】耐力壁における靭性を向上させ、比較的規模の
大きな木造建物でも十分な耐震性を維持できるようにす
る。
【解決手段】耐力壁１が、互いに間隔を空けて隣り合う
第一フレーム材２と、両端部が隣り合う第一フレーム材
２に接合され、隣り合う第一フレーム材２同士を連結す
る複数の連結材３と、を備えており、複数の連結材３は
、隣り合う第一フレーム材２の長さ方向に並んで、かつ
互いに間隔を空けて配置されており、隣り合う第一フレ
ーム材２に対する複数の連結材３の接合部には、隣り合
う第一フレーム材２が外力を受けた場合に、当該外力に
抵抗するモーメント抵抗接合が適用されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに間隔を空けて隣り合う第一フレーム材と、
　両端部が前記隣り合う第一フレーム材に接合され、前記隣り合う第一フレーム材同士を
連結する複数の連結材と、を備えており、
　前記複数の連結材は、前記隣り合う第一フレーム材の長さ方向に並んで、かつ互いに間
隔を空けて配置されており、
　前記隣り合う第一フレーム材に対する前記複数の連結材の接合部には、前記隣り合う第
一フレーム材が外力を受けた場合に、当該外力に抵抗するモーメント抵抗接合が適用され
ていることを特徴とする耐力壁構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の耐力壁構造において、
　前記隣り合う第一フレーム材同士を連結するパネル材を更に備えており、
　前記隣り合う第一フレーム材に対する前記複数の連結材の接合部に適用された前記モー
メント抵抗接合は、前記外力を受けて前記パネル材に破壊が生じた後にも、当該外力に抵
抗することを特徴とする耐力壁構造。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の耐力壁構造において、
　前記第一フレーム材のうち前記複数の連結材が配置される位置には、当該複数の連結材
の端部が差し込まれる複数の接合用差込穴が形成され、
　前記接合用差込穴の内側面と、前記連結材の外側面との間に空隙が形成され、当該空隙
には接着剤が充填されていることを特徴とする耐力壁構造。
【請求項４】
　請求項１又は２に記載の耐力壁構造において、
　前記第一フレーム材のうち前記複数の連結材が配置される位置には、当該複数の連結材
の端部が差し込まれる複数の接合用差込穴が形成され、
　前記接合用差込穴に差し込まれる前記連結材の端部断面における縦横の寸法は、前記接
合用差込穴の内側面と、前記連結材の端部における外側面との間に空隙が形成されないよ
うに設定されていることを特徴とする耐力壁構造。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載の耐力壁構造において、
　前記第一フレーム材のうち前記複数の連結材が配置される位置には、当該複数の連結材
の端部が差し込まれる複数の接合用差込穴が形成され、
　前記接合用差込穴の内側面には雌ネジが形成され、
　前記連結材は棒状部材であり、前記連結材の端部には雄ネジが形成されていることを特
徴とする耐力壁構造。
【請求項６】
　請求項５に記載の耐力壁構造において、
　前記連結材の両端部は、前記隣り合う第一フレーム材のうち互いに平行かつ対向しない
外側面から側方に突出しており、当該突出する両端部にはナットが設けられていることを
特徴とする耐力壁構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐力壁構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　木造建物においては、地震時や台風時の水平荷重に抵抗するため、必要壁量を満たすよ
うに耐力壁が設けられる。
　このような耐力壁としては、隣り合う柱材間の開口部に筋交いを架け渡したり、隣り合
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う柱材間の開口部全面を覆うように構造用合板を張り付けたりすることで構成されている
（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２９３３６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年では、耐力壁を、例えば中層・高層の木造建物や延べ面積の広い木造建
物のような比較的規模の大きな木造建物の建築に使用することが求められている。
　しかしながら、比較的規模の大きな木造建物に、例えば規模の小さい木造の戸建て住宅
に使用されるような通常の耐力壁を適用すると、粘り強さを発揮するための性質である靭
性が十分でない場合があり、耐震性を維持しにくい。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その課題は、耐力壁における靭性を向
上させ、比較的規模の大きな木造建物でも十分な耐震性を維持できるようにすることであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、耐力壁１構造であって、例えば図１～図７に示すように、互
いに間隔を空けて隣り合う第一フレーム材２と、
　両端部が前記隣り合う第一フレーム材２に接合され、前記隣り合う第一フレーム材２同
士を連結する複数の連結材３と、を備えており、
　前記複数の連結材３は、前記隣り合う第一フレーム材２の長さ方向に並んで、かつ互い
に間隔を空けて配置されており、
　前記隣り合う第一フレーム材２に対する前記複数の連結材３の接合部には、前記隣り合
う第一フレーム材２が外力を受けた場合に、当該外力に抵抗するモーメント抵抗接合が適
用されていることを特徴とする。
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、複数の連結材３は、隣り合う第一フレーム材２の長さ
方向に並んで、かつ互いに間隔を空けて配置されており、隣り合う第一フレーム材２に対
する複数の連結材３の接合部には、隣り合う第一フレーム材２が外力を受けた場合に、当
該外力に抵抗するモーメント抵抗接合が適用されているので、隣り合う第一フレーム材２
と複数の連結材３からなる耐力壁１の骨格部分の靭性を向上させることができる。
　そのため、隣り合う第一フレーム材２が外力を受けた場合にも、複数の連結材３によっ
て靭性の高い状態を確保・維持し、耐力壁１としての機能を損なわずに、外力に抵抗でき
ることとなる。これにより、比較的規模の大きな木造建物でも十分な耐震性を維持するこ
とができる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、例えば図１に示すように、請求項１に記載の耐力壁１構造に
おいて、
　前記隣り合う第一フレーム材２同士を連結するパネル材４を更に備えており、
　前記隣り合う第一フレーム材２に対する前記複数の連結材３の接合部に適用された前記
モーメント抵抗接合は、前記外力を受けて前記パネル材４に破壊が生じた後にも、当該外
力に抵抗することを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、隣り合う第一フレーム材２同士を連結するパネル材４
を更に備えているので、パネル材４によって耐力壁１の耐力を向上させることができる。
　さらに、隣り合う第一フレーム材２に対する複数の連結材３の接合部に適用されたモー



(4) JP 2021-161620 A 2021.10.11

10

20

30

40

50

メント抵抗接合は、外力を受けてパネル材４に破壊が生じた後にも、当該外力に抵抗する
ので、外力を受けてパネル材４に破壊が生じた後であっても、耐力壁１は、複数の連結材
３によって靭性の高い状態を確保・維持することができる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、例えば図２，図３に示すように、請求項１又は２に記載の耐
力壁１構造において、
　前記第一フレーム材２のうち前記複数の連結材３が配置される位置には、当該複数の連
結材３の端部が差し込まれる複数の接合用差込穴２ａ，２ｂが形成され、
　前記接合用差込穴２ａ，２ｂの内側面と、前記連結材３の外側面との間に空隙が形成さ
れ、当該空隙には接着剤が充填されていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、第一フレーム材２のうち複数の連結材３が配置される
位置に形成された接合用差込穴２ａ，２ｂの内側面と、連結材３の外側面との間に空隙が
形成され、当該空隙には接着剤が充填されているので、連結材３を保持した状態で接着剤
が硬化すると、応力を接着剤の付着力と連結材３を介して伝達し、接合耐力を発生させる
ことになる。そのため、複数の連結材３を、隣り合う第一フレーム材２に対して確実にモ
ーメント抵抗接合することができ、隣り合う第一フレーム材２と複数の連結材３からなる
耐力壁１の骨格部分の変形性能を格段に向上させることができる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、例えば図４，図６，図７に示すように、請求項１又は２に記
載の耐力壁１（１Ａ，１Ｃ）構造において、
　前記第一フレーム材２のうち前記複数の連結材１３，３３が配置される位置には、当該
複数の連結材１３，３３の端部が差し込まれる複数の接合用差込穴２ａ，３２ｂが形成さ
れ、
　前記接合用差込穴２ａ，３２ｂに差し込まれる前記連結材１３，３３の端部断面におけ
る縦横の寸法は、前記接合用差込穴２ａ，３２ｂの内側面と、前記連結材１３，３３の端
部における外側面との間に空隙が形成されないように設定されていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、接合用差込穴２ａ，３２ｂに差し込まれる連結材１３
，３３の端部断面における縦横の寸法は、接合用差込穴２ａ，３２ｂの内側面と、連結材
１３，３３の端部における外側面との間に空隙が形成されないように設定されているので
、接合用差込穴２ａ，３２ｂの内側面と連結材１３，３３の端部における外側面とがぴっ
たりと接して合致する。そのため、接合用差込穴２ａ，３２ｂの内側面と連結材１３，３
３の端部における外側面との接触面積を広く確保すれば、接着剤を用いなくても、第一フ
レーム材２に対する連結材１３，３３の接合強度を向上できる。そのため、複数の連結材
１３，３３を、隣り合う第一フレーム材２に対して確実にモーメント抵抗接合することが
でき、隣り合う第一フレーム材２と複数の連結材１３，３３からなる耐力壁１の骨格部分
の変形性能を格段に向上させることができる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、例えば図５に示すように、請求項１又は２に記載の耐力壁１
（１Ｂ）構造において、
　前記第一フレーム材２のうち前記複数の連結材２３が配置される位置には、当該複数の
連結材２３の端部が差し込まれる複数の接合用差込穴２ｂが形成され、
　前記接合用差込穴２ｂの内側面には雌ネジが形成され、
　前記連結材２３は棒状部材であり、前記連結材２３の端部には雄ネジが形成されている
ことを特徴とする。
【００１５】
　請求項５に記載の発明によれば、第一フレーム材２のうち複数の連結材２３が配置され
る位置には、当該複数の連結材２３の端部が差し込まれる複数の接合用差込穴２ｂが形成
され、接合用差込穴２ｂの内側面には雌ネジが形成され、連結材２３は棒状部材であり、
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連結材２３の端部には雄ネジが形成されているので、連結材２３の端部が、接合用差込穴
２ｂにねじ込まれ、接合用差込穴２ｂの内側面と連結材２３の外側面とがぴったりと接し
て合致する。そのため、接着剤を用いなくても、第一フレーム材２に対する連結材２３の
接合強度を向上できる。そのため、複数の連結材２３を、隣り合う第一フレーム材２に対
して確実にモーメント抵抗接合することができ、隣り合う第一フレーム材２と複数の連結
材２３からなる耐力壁１の骨格部分の変形性能を格段に向上させることができる。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、例えば図５に示すように、請求項５に記載の耐力壁１（Ｂ）
構造において、
　前記連結材２３の両端部は、前記隣り合う第一フレーム材２のうち互いに平行かつ対向
しない外側面２ｅから側方に突出しており、当該突出する両端部にはナット２３ａが設け
られていることを特徴とする。
【００１７】
　請求項６に記載の発明によれば、連結材２３の両端部は、隣り合う第一フレーム材２の
うち互いに平行かつ対向しない外側面２ｅから側方に突出しており、当該突出する両端部
にはナット２３ａが設けられているので、連結材２３が接合用差込穴２ｂから引き抜かれ
ることを防止でき、第一フレーム材２に対する連結材２３の接合強度を更に向上できる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、耐力壁における靭性を向上させ、比較的規模の大きな木造建物でも十
分な耐震性を維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】耐力壁を示す斜視図である。
【図２】第一フレーム材に対する連結材の接合部の一例を示す断面図である。
【図３】第一フレーム材に対する連結材の接合部の一例を示す断面図である。
【図４】単管パイプを用いた場合の耐力壁を示す断面図である。
【図５】長ボルトを用いた場合の耐力壁を示す断面図である。
【図６】木質の横架材を用いた場合の耐力壁を示す斜視図である。
【図７】第一フレーム材に対する横架材の接合部を示す部分拡大図である。
【図８】パネル材として建築用木質パネルを用いた耐力壁を示す斜視図である。
【図９】建築用木質パネルの配置例を示す平断面図である。
【図１０】直交方向に隣接する耐力壁の連結構造を示す平断面図である。
【図１１】コーナ部において共有される第一フレーム材に対する連結材の配置を説明する
斜視図である。
【図１２】コーナ部において共有される第一フレーム材に対する連結材の接合部の一例を
示す断面図である。
【図１３】（ａ）は、同一方向に隣接する耐力壁の連結構造を示す正断面図であり、（ｂ
）は、平断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。ただし、以下に述べる実
施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本
発明の技術的範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。なお、以下の実
施形態及び図示例における方向は、あくまでも説明の便宜上設定したものである。
【００２１】
　図１において符号１は、耐力壁を示す。この耐力壁１は、主として、例えば、中層・高
層の木造建物や、延べ面積の広い木造建物のような、比較的規模の大きな木造建物の建築
に使用されるものである。このような比較的規模の大きな木造建物以外にも、例えば、戸
建て住宅のような比較的規模の小さな木造建物に使用してもよいし、建物のリフォーム時
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に採用してもよい。さらに、耐力壁１は、枠組壁工法やパネル工法による建物以外にも、
木造軸組構法による建物に使用してもよいし、木造と非木造を組み合わせた混構造の建物
に使用してもよい。
【００２２】
　また、このような耐力壁１を建物に組み込む場合、耐力壁１は、基礎や梁、土台、床等
の下部構造材６（図４，図５参照）上に立設され、上には、梁や床、上階の壁（耐力壁を
含む）等の上部構造材７（図４，図５参照）が載せられる。つまり、耐力壁１は、下部構
造材６と上部構造材７との間に挟まれた状態に設けられる。
【００２３】
　さらに、耐力壁１は、棒鋼やボルト、長ボルト等の棒材によって下部構造材６及び上部
構造材７に接合されている。すなわち、耐力壁１には、棒材の一端が差し込まれる差込穴
２ｃ（図７参照）が形成され、下部構造材６と上部構造材７にも、棒材の他端が差し込ま
れる差込穴が形成されることになる。
　棒材としては、異形棒鋼や全ねじボルト等のように、表面に凹凸のある長尺な棒材が好
適に用いられる。
　また、棒材による耐力壁１と下部構造材６及び上部構造材７との接合には、後述するグ
ルードインロッド（ＧＩＲ：Glued in Rod）と呼ばれる方法が採用される。
　なお、本実施形態においては、棒材による耐力壁１と下部構造材６及び上部構造材７と
の接合には、グルードインロッドの方法を採用したが、例えば接合用の金物を用いるなど
、その他の方法を採用してもよい。
【００２４】
　以上のような耐力壁１は、互いに間隔を空けて隣り合う第一フレーム材２と、隣り合う
第一フレーム材２同士を連結する複数の連結材３と、隣り合う第一フレーム材２同士を連
結するパネル材４と、を備えている。また、耐力壁１は、隣り合う第一フレーム材２同士
を連結する第二フレーム材５を更に備えている。
【００２５】
　第一フレーム材２は、水平方向（横方向・左右方向）よりも上下方向に長尺な構造用集
成材であり、平断面視において正方形状に形成されている。なお、本実施形態においては
、第一フレーム材２として構造用集成材が用いられているが、通常の角材でもよいし、例
えばＬＶＬ（Laminated Veneer Lumber）による柱材でもよい。すなわち、第一フレーム
材２は、木製の柱状部材である。また、断面形状も正方形状ではなく、矩形状でもよいし
、円状（正円、長円）であってもよい。
【００２６】
　第一フレーム材２のうち、複数の連結材３が配置される位置（隣り合う第一フレーム材
２における互いに対向する側面であり、以下、内側面２ｄと呼称する。）には、当該複数
の連結材３の端部が差し込まれて接合される複数の接合用差込穴２ａ又は複数の接合用差
込穴２ｂが、上下方向に間隔を空けて形成されている。
　複数の接合用差込穴２ａは、図２に示すように、第一フレーム材２を左右方向に貫通し
ない穴（非貫通孔）であり、隣り合う第一フレーム材２における内側面２ｄに形成されて
いる。
　複数の接合用差込穴２ｂは、図３に示すように、第一フレーム材２を左右方向に貫通す
る貫通孔であり、隣り合う第一フレーム材２における内側面２ｄから、当該内側面２ｄと
は反対側の、隣り合う第一フレーム材２における互いに平行かつ対向しない側面（以下、
外側面２ｅ）にかけて貫通形成されている。
　なお、本実施形態においては、図２に示す接合用差込穴２ａを採用するが、図３に示す
接合用差込穴２ｂを採用してもよく、特に限定されるものではない。
　また、第一フレーム材２の上端部には、上記の差込穴２ｃが形成されている。図示はし
ないが、第一フレーム材２の下端部にも差込穴２ｃが形成されている。
【００２７】
　複数の連結材３は、水平方向（横方向・左右方向）に長尺な棒材であり、本実施形態に
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おいては、異形棒鋼や全ねじボルト等のように、表面に凹凸のある長尺な棒材が好適に用
いられる。そのため、本実施形態においては、連結材３を、以下、連結用棒材３と呼称す
る。
　そして、複数の連結用棒材３は、隣り合う第一フレーム材２の長さ方向（上下方向）に
並んで、かつ、隣り合う第一フレーム材２の長さ方向（上下方向）に互いに間隔を空けて
設けられている。複数の連結用棒材３同士の間隔は、本実施形態においては等間隔とされ
ているが、異なる間隔で配置されてもよい。また、これら複数の連結用棒材３は、隣り合
う第一フレーム材２の下端部から上端部にかけて、なるべく満遍なく設けられることが望
ましい。また、耐力壁１に用いられる本数も、数本（例えば３～４本）程度ではなく、例
えば１０本以上など、より数多く用いられることが望ましい。
【００２８】
　また、複数の連結用棒材３は、その両端部が、隣り合う第一フレーム材２に対してグル
ードインロッドの方法によって接合されている。より詳細に説明すると、連結用棒材３と
第一フレーム材２側の接合用差込穴２ａとの空隙に接着剤を充填し、その接着剤の硬化に
より、応力を接着剤の付着力と連結用棒材３を介して伝達し、接合耐力を発生させる方法
である。
　すなわち、連結用棒材３と、第一フレーム材２側の接合用差込穴２ａとの間には空隙が
あり、接着剤が充填されていない状態では、連結用棒材３は第一フレーム材２に対して接
合されない。
【００２９】
　耐力壁１が強い外力（水平力）を受けた場合、隣り合う第一フレーム材２は、同一の方
向に傾くように動こうとする。このような第一フレーム材２の動きに対し、複数の連結用
棒材３が、第一フレーム材２の長さ方向（上下方向）に並んで設けられていると、隣り合
う第一フレーム材２が同一の方向に傾こうとする動きを抑制できることとなる。つまり、
隣り合う第一フレーム材２に対する複数の連結用棒材３の接合部には、外力に抵抗するモ
ーメント抵抗接合が適用されていることになり、下部構造材６と上部構造材７との間に挟
まれた状態に設けられた耐力壁１は、靭性が高い状態となる。
　ここで、靭性とは、耐力壁１に対して外力による変形が生じた後も壁としての機能が著
しく低下しない粘り強さを発揮するための性質を指し、このような靭性は、隣り合う第一
フレーム材２が複数の連結用棒材３によって連結され、かつ、複数の連結用棒材３が、隣
り合う第一フレーム材２に対してモーメント抵抗接合されることにより確保される。
【００３０】
　第二フレーム材５は、隣り合う第一フレーム材２における上端部と下端部のそれぞれに
設けられ、隣り合う第一フレーム材２同士を連結している。
　第二フレーム材５は、上下方向よりも水平方向（横方向・左右方向）に長尺な構造用で
あり、縦断面視において正方形状に形成されている。この第二フレーム材５も、第一フレ
ーム材２と同様に、構造用集成材以外の木材でもよい。また、断面形状も、第一フレーム
材２と同様に、正方形状でなくてもよい。
　なお、第二フレーム材５は、隣り合う第一フレーム材２における上端部と下端部だけで
なく、隣り合う第一フレーム材２における上下方向の中間部分などに設けられてもよい。
【００３１】
　第二フレーム材５の両端部には、当該第二フレーム材５の両端部と隣り合う第一フレー
ム材２とを接合するための複数の接合用棒材５ａが差し込まれる複数の接合用差込穴が形
成されている。また、隣り合う第一フレーム材２のうち、第二フレーム材５が配置される
位置には、当該第一フレーム材２と第二フレーム材５の端部とを接合する複数の接合用棒
材５ａが差し込まれる複数の接合用差込穴が形成されている。これら複数の接合用差込穴
は、第一フレーム材２を左右方向に貫通する貫通孔である。第二フレーム材５に形成され
た複数の接合用差込穴の位置と、第一フレーム材２に形成された複数の接合用差込穴の位
置は整合している。そのため、複数の接合用棒材５ａを、左の第一フレーム材２における
左側面と右の第一フレーム材２における右側面から、第二フレーム材５に向かって差し込
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むことができる（図７参照）。
　すなわち、隣り合う第一フレーム材２と第二フレーム材５は、複数の接合用棒材５ａに
よってモーメント抵抗接合されていることになる。
【００３２】
　パネル材４は、合板などの矩形板材である。このようなパネル材４は、幅寸法（左右方
向の寸法）が、隣り合う第一フレーム材２間の間隔寸法よりも長く設定され、隣り合う第
一フレーム材２のうち同一鉛直面上に配置された正面及び背面の側面２ｆ間に亘って設け
られて接着されている。
　なお、パネル材４は、一枚の大判なものでもよいし、複数に分割されたパネル材４を上
下方向に並べて隣り合う第一フレーム材２間に設けるようにしてもよい。
　また、パネル材４は、上下端部の第二フレーム材５に接し、接着によって接合されても
よい。
　パネル材４は、第一フレーム材２や上下端部の第二フレーム材５に対して接着により接
合されるが、これに限られるものではなく、釘などの固定具によって固定されて接合され
てもよい。
　また、複数に分割されたパネル材４を上下方向に並べて設ける場合は、接着で接合され
たパネル材４と、固定具によって接合されたパネル材４とが混在してもよい。さらに、例
えば開口部が形成される箇所などのように、場合によっては、パネル材４が部分的に設け
られなくてもよい。
【００３３】
　以上のようなパネル材４は、木質であるため、ある程度の粘り強さも有しているが、耐
力壁１が強い外力を受けた場合には、破壊が生じる場合がある。破壊が生じる直前までは
、複数の連結用棒材３と共に耐力壁１を補強する効果を発揮する。
【００３４】
　以上のように構成された耐力壁１は、例えば、中層・高層の木造建物や、延べ面積の広
い木造建物のような、比較的規模の大きな木造建物に組み込まれる。当該木造建物が地震
や台風等によって強い外力（水平力）を受けると、耐力壁１は剪断方向に変形しようとす
る。ここで、隣り合う第一フレーム材２と複数の連結用棒材３との接合部には、モーメン
ト抵抗接合が適用されているので、隣り合う第一フレーム材２と複数の連結用棒材３から
なる耐力壁１の骨格部分の変形性能は、パネル材４自体の変形性能よりも高い。そのため
、耐力壁１が一定値以上の外力を受けると、パネル材４に破壊が生じる場合がある。
　従来公知の耐力壁の場合は、耐力壁に剛性を付与するパネル材に破壊が生じると、耐力
壁としての機能を損なう。これに対して、本実施形態によれば、複数の連結用棒材３は、
隣り合う第一フレーム材２の長さ方向に並んで、かつ互いに間隔を空けて配置されており
、隣り合う第一フレーム材２に対する複数の連結用棒材３の接合部には、モーメント抵抗
接合が適用されているため、隣り合う第一フレーム材２と複数の連結用棒材３からなる耐
力壁１の骨格部分の靭性を向上させることができる。
　そのため、隣り合う第一フレーム材２が外力を受けた場合にも、複数の連結用棒材３に
よって靭性の高い状態を確保・維持し、耐力壁１としての機能を損なわずに、外力に抵抗
できることとなる。これにより、比較的規模の大きな木造建物でも十分な耐震性を維持す
ることができる。
【００３５】
　また、耐力壁１は、隣り合う第一フレーム材２同士を連結するパネル材４を更に備えて
いるので、パネル材４によって耐力壁１の耐力を向上させることができる。
　さらに、隣り合う第一フレーム材２に対する複数の連結用棒材３の接合部に適用された
モーメント抵抗接合は、外力を受けてパネル材４に破壊が生じた後にも、当該外力に抵抗
するので、外力を受けてパネル材４に破壊が生じた後であっても、耐力壁１は、複数の連
結用棒材３によって靭性の高い状態を確保・維持することができる。
【００３６】
　また、第一フレーム材２のうち複数の連結用棒材３が配置される位置に形成された接合
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用差込穴２ａ，２ｂの内側面と、連結用棒材３の外側面との間に空隙が形成され、当該空
隙には接着剤が充填されているので、連結用棒材３を保持した状態で接着剤が硬化すると
、応力を接着剤の付着力と連結用棒材３を介して伝達し、接合耐力を発生させる。そのた
め、連結用棒材３を、第一フレーム材２に対して確実にモーメント抵抗接合することがで
き、隣り合う第一フレーム材２と複数の連結用棒材３からなる耐力壁１の骨格部分の変形
性能を格段に向上させることができる。
【００３７】
〔変形例〕
　なお、本発明を適用可能な実施形態は、上述した実施形態に限定されることなく、本発
明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。以下、変形例について説明する。以下
に挙げる変形例は可能な限り組み合わせてもよい。また、以下の各変形例において、上述
の実施形態と共通する要素については、共通の符号を付し、説明を省略又は簡略する。
【００３８】
〔変形例１〕
　本変形例における耐力壁１Ａには、連結材として、単管パイプ１３が用いられている。
単管パイプ１３は、中空筒状に形成された鋼管であり、両端部は開放されている。
　隣り合う第一フレーム材２の内側面２ｄには、複数の単管パイプ１３の両端部が差し込
まれる複数の接合用差込穴２ａが形成されている。
【００３９】
　接合用差込穴２ａの内側面と単管パイプ１３の外側面との間には空隙が形成され、かつ
当該空隙に接着剤が充填されてもよいし、空隙が形成されず、接合用差込穴２ａの内側面
と単管パイプ１３の外側面とがぴったりと接して合致するようにしてもよい。
【００４０】
　接合用差込穴２ａの内側面と単管パイプ１３の外側面との間には空隙が形成され、かつ
当該空隙に接着剤が充填される場合は、単管パイプ１３の中空部に接着剤が入り込んでも
よい。すなわち、単管パイプ１３の両端部において、接着剤が、単管パイプ１３の外側面
と内側面にも接するので、そのまま硬化すれば、接着剤によって単管パイプ１３の筒壁を
内外から挟み込むことができる。これにより、第一フレーム材２に対する単管パイプ１３
の接合強度を向上できる。
【００４１】
　接合用差込穴２ａの内側面と単管パイプ１３の外側面との間に空隙が形成されず、接合
用差込穴２ａの内側面と単管パイプ１３の外側面とがぴったりと接して合致する場合は、
接合用差込穴２ａの内側面と単管パイプ１３の外側面との接触面積を広く確保することが
望ましい。
　接合用差込穴２ａの内側面と単管パイプ１３の外側面との接触面積を広く確保する場合
は、接合用差込穴２ａの穴深さを、接着剤を用いる場合よりも深くしてもよい。さらに、
接合用差込穴２ａの奥行き方向にある穴底に、単管パイプ１３の端部開口部に差し込まれ
て単管パイプ１３の内側面に接する突出部を形成してもよい。
　このように接合用差込穴２ａの内側面と単管パイプ１３の外側面との接触面積を広く確
保できれば、接着剤によって接着されていなくても、第一フレーム材２に対する単管パイ
プ１３の接合強度を向上できる。
　また、貫通孔ではない接合用差込穴２ａに替えて、貫通孔である接合用差込穴２ｂを第
一フレーム材２に形成し、それに合わせた長さの単管パイプ１３を用いるようにしてもよ
い。
【００４２】
　本変形例によれば、隣り合う第一フレーム材２同士を連結する複数の連結材として、比
較的安価な単管パイプ１３を用いたとしても、隣り合う第一フレーム材２と複数の単管パ
イプ１３からなる耐力壁１Ａの骨格部分の靭性を向上させることができる。
　そのため、隣り合う第一フレーム材２が外力を受けた場合にも、複数の単管パイプ１３
によって靭性の高い状態を確保・維持し、耐力壁１Ａとしての機能を損なわずに、外力に
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抵抗できることとなる。これにより、コストや部品点数の上昇を抑えつつ、比較的規模の
大きな木造建物でも十分な耐震性を維持することができる。
【００４３】
〔変形例２〕
　本変形例における耐力壁１Ｂには、連結材として、長ボルト２３が用いられている。本
変形例においては、長ボルト２３の長さ方向両端部に雄ネジ（図示省略）が形成されてい
るが、長ボルト２３のうち、少なくとも一端部に雄ネジが形成されていればよい。なお、
このように長ボルト２３の一端部にのみ雄ネジを形成するパターンの場合、長ボルト２３
の他端部は、上記のグルードインロッドの方法を採用する。
　隣り合う第一フレーム材２には、複数の長ボルト２３の両端部が差し込まれる、貫通孔
である複数の接合用差込穴２ｂが形成されている。これら複数の接合用差込穴２ｂの内側
面には、長ボルト２３における雄ネジが合致する雌ネジが形成されている。
【００４４】
　本変形例における長ボルト２３は、両端部が、隣り合う第一フレーム材２のうち互いに
平行かつ対向しない外側面２ｅから側方に突出する長さに設定されている。
　長ボルト２３における第一フレーム材２の外側面２ｅから突出する両端部にはナット２
３ａがねじ込まれて設けられている。これにより、隣り合う第一フレーム材２を、左右方
向の外側から中央側に向かって挟み込むことができる。
【００４５】
　本変形例によれば、第一フレーム材２のうち複数の長ボルト２３が配置される位置には
、当該複数の長ボルト２３の端部が差し込まれる複数の接合用差込穴２ｂが形成され、接
合用差込穴２ｂの内側面には雌ネジが形成され、長ボルト２３は棒状部材であり、連結材
２３の端部には雄ネジが形成されているので、長ボルト２３の端部が、接合用差込穴２ｂ
にねじ込まれ、接合用差込穴２ｂの内側面と長ボルト２３の外側面とがぴったりと接して
合致する。そのため、接着剤を用いなくても、第一フレーム材２に対する長ボルト２３の
接合強度を向上できる。そのため、複数の長ボルト２３を、隣り合う第一フレーム材２に
対して確実にモーメント抵抗接合することができ、隣り合う第一フレーム材２と複数の長
ボルト２３からなる耐力壁１Ｂの骨格部分の変形性能を格段に向上させることができる。
【００４６】
　また、長ボルト２３の両端部は、隣り合う第一フレーム材２のうち互いに平行かつ対向
しない外側面２ｅから側方に突出しており、当該突出する両端部にはナット２３ａが設け
られているので、長ボルト２３が接合用差込穴２ｂから引き抜かれることを防止でき、第
一フレーム材２に対する長ボルト２３の接合強度を更に向上できる。
　なお、長ボルト２３の両端部は外側面２ｅから側方に突出し、ナット２３ａが外側面２
ｅに設けられているが、内側面に接するナットを設けて内外側面から第一フレーム材２を
挟み込むようにしてもよい。
　また、長ボルト２３の両端部を外側面２ｅから側方に突出させなくてもよい。その場合
、ナット２３ａは第一フレーム材２に埋め込まれる。
【００４７】
　なお、接合用差込穴２ｂの内側面に形成された雌ネジと、長ボルト２３の外側面に形成
された雄ネジとの間に僅かに空隙を形成し、当該空隙に接着剤を充填してもよい。これに
より、ネジによる固定と接着剤による固定とを併用できるので、第一フレーム材２に対す
る長ボルト２３の接合強度を向上できる。又は、接合用差込穴２ｂの内側面に雌ネジを形
成せずに、接合用差込穴２ｂの内側面と長ボルト２３の外側面に形成された雄ネジとの間
の空隙に接着剤を充填することと、ナット２３ａによる締め付けを併用して、第一フレー
ム材２に対する長ボルト２３の接合強度を向上させてもよい。
【００４８】
〔変形例３〕
　本変形例における耐力壁１Ｃには、連結材として、横架材３３が用いられている。横架
材３３は、上下方向よりも水平方向（横方向・左右方向）に長尺な構造用集成材であり、
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平断面視において矩形状に形成されている。なお、本実施形態においては、横架材３３と
して構造用集成材が用いられているが、通常の角材でもよいし、例えばＬＶＬによる横架
材でもよい。すなわち、横架材３３は、木製の梁状部材である。また、断面形状も矩形状
ではなく、正方形状でもよい。
【００４９】
　隣り合う第一フレーム材２のうち、複数の横架材３３が配置されて当該複数の横架材３
３の両端部が差し込まれる位置には、貫通孔である複数の接合用差込穴３２ｂが形成され
ている。複数の接合用差込穴３２ｂは、横架材３３の断面形状に合わせて矩形状の貫通孔
として形成されている。
　接合用差込穴３２ｂに差し込まれる横架材３３の端部断面における縦横の寸法は、横架
材３３が接合用差込穴３２ｂに差し込まれた場合に、接合用差込穴３２ｂの内側面と、横
架材３３の外側面との間に空隙が形成されないように設定されている。これにより、接合
用差込穴３２ｂの内側面と横架材３３の外側面は、ぴったりと接して合致する。
【００５０】
　接合用差込穴３２ｂの内側面と横架材３３の外側面との間に空隙が形成されず、接合用
差込穴３２ｂの内側面と横架材３３の外側面とがぴったりと接して合致する場合は、接合
用差込穴３２ｂの内側面と横架材３３の外側面との接触面積を広く確保することが望まし
い。そのため、接合用差込穴３２ｂは上記のように貫通孔とされており、横架材３３は、
隣り合う第一フレーム材２の外側面２ｅ間の長さに設定されている。
　なお、横架材３３における長さ方向両端面は、隣り合う第一フレーム材２の外側面２ｅ
と面一となっている。
【００５１】
　本変形例によれば、貫通孔である接合用差込穴３２ｂに差し込まれる木質の横架材３３
の端部断面における縦横の寸法は、接合用差込穴３２ｂの内側面と、横架材３３の端部に
おける外側面との間に空隙が形成されないように設定されているので、接合用差込穴３２
ｂの内側面と横架材３３の端部における外側面とがぴったりと接して合致する。そのため
、接合用差込穴２ａの内側面と横架材３３の端部における外側面との接触面積を広く確保
すれば、接着剤を用いなくても、第一フレーム材２に対する横架材３３の接合強度を向上
できる。そのため、複数の横架材３３を、隣り合う第一フレーム材２に対して確実にモー
メント抵抗接合することができ、隣り合う第一フレーム材２と複数の横架材３３からなる
耐力壁１Ｃの骨格部分の変形性能を格段に向上させることができる。
【００５２】
〔変形例４〕
　上記の実施形態におけるパネル材４は、合板などの矩形板材であるとしたが、本変形例
における耐力壁１Ｄのパネル材４４は、図８に示すように、中空状に形成された建築用木
質パネルが用いられている。
　建築用木質パネルは、縦横の框材によって形成された枠体４４ａと、この枠体４４ａの
少なくとも一側面（本変形例においては正面側及び背面側の双方）に設けられた面材４４
ｂと、を有する中空パネル体である。枠体４４ａの内部には、框材と平行する補強桟材４
４ｃを組み込まれており、さらに、グラスウールやロックウール等の断熱材が装填されて
もよい。
　このような中空状の建築用木質パネルであるパネル材４４は、図８，図９に示すように
、隣り合う第一フレーム材２における内側面２ｄ間に架け渡されて設けられる。また、パ
ネル材４４は、複数の連結用棒材３の正面側と背面側のうち、いずれか一方若しくは両方
に設けられる。このとき、複数の連結用棒材３は、図９に示すように、隣り合う第一フレ
ーム材２の軸心よりも正面側又は背面側にずれて配置されてもよい。さらに、隣り合う第
一フレーム材２のうち同一鉛直面上に配置された正面及び背面の側面２ｆと、パネル材４
４の表面は面一の状態になっていることが好ましい。
【００５３】
　本変形例におけるパネル材４４によれば、面材４４ｂが枠体４４ａに接着されて一体化
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しているため、矩形板材からなるパネル材４とは異なり、パーツ全体（枠体４４ａ、面材
４４ｂ、補強桟材４４ｃ）で剛性と強度を保持するようになっている。
　また、パネル材４４自体は、木質であるため、ある程度の粘り強さも有しているが、耐
力壁１Ｄが強い外力を受けた場合には、破壊が生じる場合がある。しかしながら、隣り合
う第一フレーム材２に対する複数の連結用棒材３の接合部には、モーメント抵抗接合が適
用されているため、隣り合う第一フレーム材２と複数の連結用棒材３からなる耐力壁１の
骨格部分の靭性を向上させることができる。
【００５４】
〔変形例５〕
　本変形例における耐力壁１Ｅは、図１０に示すように、平面視においてコーナ部Ｃを介
して直交配置されており、平面視においてロ字状に形成された四角筒状の柱状体５０を構
成している。
　換言すれば、柱状体５０は、四側面に耐力壁１Ｅを備えた状態となっている。より詳細
に説明すると、当該柱状体５０は、四隅に配置された４本の第一フレーム材２と、隣り合
う第一フレーム材２間に設けられた連結用棒材３及びパネル材４４と、を含んで構成され
ている。なお、パネル材４４は、矩形板材からなるパネル材４を採用してもよい。
【００５５】
　耐力壁１Ｅを、平面視においてコーナ部Ｃを介して直交配置する場合は、コーナ部Ｃを
介して隣接する耐力壁１Ｅ同士が、１本の第一フレーム材２を共有することになるが、そ
の場合、一方の耐力壁１Ｅにおける連結用棒材３と、他方の耐力壁１Ｅにおける連結用棒
材３との納まりに不具合が生じないようにする必要がある。
【００５６】
　図１０，図１１においては、隣接する耐力壁１Ｅの連結用棒材３同士が干渉しないよう
に、上下方向の位置が互い違いになるように並べられて配置されている。このような配置
にすれば、連結用棒材３が第一フレーム材２に形成された接合用差込穴２ａ（２ｂ）に差
し込まれる差し込み深さ（連結用棒材３の長さ）に関係なく、隣接する耐力壁１Ｅの連結
用棒材３同士を直交配置することが可能となる。
【００５７】
　図１２は、隣接する耐力壁１Ｅの連結用棒材３同士が、上下方向において同一の位置（
高さ位置）に設けられた場合の構造を示している。
　すなわち、直交する連結用棒材３同士が同一の高さ位置に配置されるため、第一フレー
ム材２には、第一差込穴５２ａと、第二差込穴５２ｂと、からなる直交型差込穴５２ａが
形成されている。図１２における直交型差込穴５２は、平断面視において十字状に形成さ
れており、一方の連結用棒材３が第一差込穴５２ａに深く差し込まれている。また、他方
の連結用棒材３が第二差込穴５２ｂに浅く差し込まれ、かつ、先端が、第一差込穴５２ａ
に差し込まれた一方の連結用棒材３に接している。
　このような状態で直交型差込穴５２に接着剤を充填し、その接着剤を硬化させれば、応
力を接着剤の付着力と双方の連結用棒材３を介して伝達し、接合耐力を発生させることが
可能となる（グルードインロッドの方法）。
【００５８】
　なお、図１２に示す直交型差込穴５２は、平断面視において十字状に形成されているが
、これに限られるものではなく、平断面視Ｌ字状に形成されてもよいし、平断面視Ｔ字状
に形成されてもよい。
　平断面視Ｌ字状に形成される場合は、一方及び他方の連結用棒材３における長さ寸法を
揃えてもよいし、接触し合う端部を斜め４５度にカットして直角に配置できるようにして
もよい。
　平断面視Ｔ字状に形成される場合は、深く差し込まれる方の連結用棒材３から差し込み
、その後に、浅く差し込まれる方の連結用棒材３を差し込む、という手順を規定すること
ができる。
　また、図１０に示す柱状体５０において、隣接する耐力壁１Ｅの連結用棒材３同士を同
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一の高さ位置に設ける場合は、図１２に示す構造を四隅に採用すれば、連結用棒材３の長
さを全て揃えることができる。
【００５９】
　本変形例によれば、一方の耐力壁１Ｅにおける連結用棒材３と、他方の耐力壁１Ｅにお
ける連結用棒材３を、１本の第一フレーム材２を共有して当該第一フレーム材２に差し込
むことができるので、隣接する耐力壁１Ｅにおける連結用棒材３同士が干渉し合うことが
なく、耐力壁１Ｅを平面視においてコーナ部Ｃを介して直交配置する場合に、支障がない
。
　さらに、耐力壁１Ｅを平面視において直交配置すれば、少なくとも２方向に耐力を発揮
することになるので、比較的規模の大きな木造建物でも十分な耐震性を維持することがで
きる。
【００６０】
〔変形例６〕
　本変形例においては、図１３に示すように、１本の第一フレーム材２を共有して隣接す
る複数の耐力壁１Ｆが、平面視において同一方向に設けられている。本変形例の場合も、
一方の耐力壁１Ｆにおける連結材２３と、他方の耐力壁１Ｅにおける連結材２３との納ま
りに不具合が生じないようにする必要がある。
【００６１】
　図１３においては、隣接する耐力壁１Ｆの連結材２３同士が干渉しないように、上下方
向の位置が互い違いになるように並べられて配置されている。
　このような配置にすれば、連結材２３が第一フレーム材２に形成された接合用差込穴２
ａ（２ｂ）に差し込まれる差し込み深さ（連結材２３の長さ）に関係なく、隣接する耐力
壁１Ｆの連結材２３同士を、平面視において同一方向に配置することが可能となる。
　特に、本変形例においては、連結材２３として長ボルト２３を使用している。そのため
、ナット２３ａで締め付ける必要がある分、長ボルト２３の両端部が側方に突出するが、
隣接する耐力壁１Ｆにおける長ボルト２３同士を上下互い違いに配置すれば、当該長ボル
ト２３同士が干渉し合うことがないので、納まりの面で支障がない。
【００６２】
　なお、本変形例においては、連結材２３として長ボルト２３を使用したが、これに限ら
れるものではなく、上記の実施形態及び各変形例で挙げたような他の連結材を使用しても
よい。
【００６３】
〔変形例７〕
　上記の実施形態及び各変形例で挙げられた連結材（異形棒鋼、全ねじボルト、単管パイ
プ、長ボルト、木質の横架材）の他にも、丸棒や角型鋼管（角パイプ）等を連結材として
適宜採用してもよい。
【符号の説明】
【００６４】
１　耐力壁
２　第一フレーム材
２ａ　接合用差込穴
２ｂ　接合用差込穴
２ｄ　内側面
２ｅ　外側面
３　連結用棒材
４　パネル材
１３　単管パイプ
２３　長ボルト
２３ａ　ナット
３２ｂ　接合用差込穴
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